
 

 

 

 

 

      第２章 河川・ダム     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川改修事業 一級河川芦田川水系 福川 (福山市神島町) 
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１ 河川の概要 

県内には、北西から南東、北東から南西に向う数条の断層谷に沿って流れる大小 5,200 余の河川が

あり、江の川水系にあっては日本海に流下し、その他は瀬戸内海に注いでいる。太田川、芦田川、江

の川を除いてその多くは比較的小規模なものである。 

これらの河川のうち河川法の適用を受ける河川は、一級河川が太田川水系ほか４水系の 368 河川、

流路延長は 2,442.3 ㎞で、二級河川は八幡川水系ほか 46 水系の 137 河川、流路延長は 631.1km とな

っている。 

このほか、河川法が準用される河川として、市町長が指定、管理している準用河川が 193 河川あり、

その流路延長は 187.3km となっている。 

これらの河川の管理に当たっては、河川法に基づき、洪水・高潮等による災害の防止、河川の適正

な利用と流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備と保全がされるよう努めるとともに、国土の保

全と開発に寄与し、公共の安全を保持するよう努めている。 

 

(1)  河川の管理区分 

種    別 指  定  権  者 管  理  者 
一級河川（指定区間外） 国 土 交 通 大 臣 国 土 交 通 大 臣 
一級河川（指定区間） 国 土 交 通 大 臣 県 知 事 
二 級 河 川 県 知 事 県 知 事 
準 用 河 川 市 町 長 市 町 長 

 
 

(2)  河川の現況                                              （令和７年３月 31 日 現在） 

水系名 
県知事管理河川 国土交通大臣直轄管理河川 県内の法河川 

河川数 流路延長（㎞） 河川数 流路延長（㎞） 河川数 流路延長（㎞） 

一

級

河

川 

太 田 川 70 467.979 9 129.37  74 597.349 

江 の 川 172 983.083 9 113.39  173 1,096.473 

芦 田 川 82 344.779 3 61.15  82 405.929 

高 梁 川 29      237.87   29 237.87 

小 瀬 川 9       81.26 2 23.45  10 104.71 

計 362 2,114.971 23 327.36  368 2,442.331 

二 
 

 
 

 
 

 

級 
 

 
 

 
 

 

河 
 

 
 

 
 

 

川 
八 幡 川 4     40.90   4 40.90 

瀬 野 川 5        41.59   5 41.59 

二 河 川 2       21.10   2 21.10 

堺 川 2        6.21   2        6.21 

黒 瀬 川 23     106.77   23    106.77 

野 呂 川 3      13.46   3       13.46 

木 谷 郷 川 2       4.20   2      4.20 

賀 茂 川 3      30.72   3    30.72 

沼 田 川 45     231.00   45    231.00 

和 久 原 川 2       5.60   2      5.60 

藤 井 川 3      25.19   3     25.19 

本 郷 川 2      15.69   2     15.69 

羽 原 川 2       6.90   2      6.90 

新 川 2       3.50   2      3.50 

山 南 川 2       5.05   2      5.05 

永 田 川 3       3.25   3      3.25 

大 正 川 2       2.67   2      2.67 

単 独 河 川 30      67.34   30      67.34 

計 137 631.14   137     631.14 

合  計 499 2,746.111 23 327.36  505    3,073.471 
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２ 河川の整備実施方針 

県の総合計画である「安心▷ 誇り▷ 挑戦 ひろしまビジョン」が目指す県土の将来像を実現するた

め、社会資本分野のマネジメント基本方針として策定した「社会資本未来プラン」における河川部門

の事業別整備計画として「ひろしま川づくり実施計画 2021」を令和３年３月に策定した。 

県民の安全・安心の確保を最優先とし、施設能力を上回る災害から人命を守り、社会経済活動への

深刻な被害を防止・軽減するため、河川改修などの施設整備や、維持管理による河道や施設の保全、

住民の主体的な避難に繋がるソフト対策の充実・強化などの取組をデジタル技術も活用しながら一体

的に推進するとともに、国や市町、まちづくりや農林部局など他分野の関係部局とも連携しながら、

多様な主体の様々な取組を組み合わせ、流域全体で総合的かつ多層的に進めていく。 

 

 
 

「ひろしま川づくり実施計画2021」における取組の基本方針 

 

３ 取組の概要 

(1)  洪水・高潮による社会経済被害の最小化に向けた河川整備 

ア 主要河川事業の内容（県事業） 

再度災害防止を最優先とし、被災地域の早期の復旧・復興を図るとともに、洪水氾濫によ

る被害の発生を未然に防止・軽減するために、県内の現況の災害リスクを総点検し、人命被

害や社会経済活動への深刻な影響が発生する危険性等に応じた整備優先度評価により、事業

の重点化を図るなど、効果的な事前防災対策を進める。 

 
(ｱ) 河川改修事業 

流域の都市化が進展している河川や、近年に甚大な浸水被害を受けた河川において、

流下断面を広げるなどにより洪水を安全に流下させる河川改修事業を推進する。 

堺川（内神川：呉市）、手城川（福山市）、三津大川（東広島市）、多治比川（安芸

高田市）、本川（竹原市）、小瀬川（廿日市市）、玖島川（大竹市）等 
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(ｲ) 地震・高潮対策 

瀬戸内海沿岸部市街地を高潮や津波による被害から守るため、河口部において耐震化

や高潮堤の整備を進める。 

京橋川・猿猴川（広島市）等 

 

イ 国直轄河川改修事業の工事概要 

(ｱ) 太田川 

広島市街地を洪水から守るため、昭和７年度から太田川放水路工事に着手し、昭和 42

年度に概成した。平成 13 年度には、支川滝山川で温井ダムが完成している。現在は、

高潮対策として観音地区の高潮堤防の整備や、三篠地区の築堤護岸の整備等が行われて

いる。 

(ｲ) 江の川 

昭和 28 年から八千代町（現安芸高田市）下土師から三次市までの区間について改修

工事が行われ、昭和 48 年度には土師ダムが、平成 18 年度には馬洗川の支川上下川で灰

塚ダムが完成し、洪水調節等に大きな役割を果している。 

現在は、三次市において河道掘削等が行われている。 

(ｳ) 芦田川 

大正 12 年から昭和 41 年にかけて中下流部の改修工事が実施され、堤防は一定の水準

で整備されている。平成９年には八田原ダムが完成し、洪水調節等が行われている。 

現在は、上流部において、流下能力確保のため、橋梁架替等が行われている。 

(ｴ) 小瀬川 

昭和 43 年から改修工事に着手し、下流部の河道は概成している。また、平成２年度

には弥栄ダムが完成し、洪水調節等が行われている。 

現在は、大竹市等において堤防整備等が行われている。 

 

ウ 令和７年度予算                             （単位：千円） 

※令和６年度 12 月補正（国補正対応分）含む 

事  業  名 予 算 額 説     明 

河 

 

   

川 

 

   

事 

 

   

業 

公 

 

 

    

共 

河 川 改 修 事 業 4,897,200 
多治比川（安芸高田市）、本川（竹原市）、内神
川（呉市）、手城川(福山市)ほか32箇所の護岸、
築堤工事等 

都 市 小 河 川 改 修 事 業 10,000 御幸川（広島市）の高潮対策工事等 

地 震 ・ 高 潮 対 策 事 業 462,000 
京橋川・猿猴川（広島市）ほか３箇所の防潮堤工
事等 

情 報 基 盤 整 備 事 業 73,500 河川監視カメラ等の設置 

河 川 災 害 関 連 事 業 28,742 三津大川（東広島市）の護岸工事等 

特定都市河川浸水被害対策
推 進 事 業 

75,000 本川流域（竹原市）の雨水貯留施設整備等 

小    計 5,546,442  

単

独 

河 川 改 良 事 業 2,456,100 
浸水箇所の再度災害防止、災害の未然防止など緊
急を要する箇所の整備など 

小    計 2,456,100  

そ

の

他 

市 町 土 木 工 事 受 託 費 352,000 
三篠川（広島市）ほかの市町道橋の架替工事等の
受託 

小    計 352,000  

直  轄  負  担  金 2,256,669 
太田川水系、芦田川水系、江の川水系及び小瀬川

水系における直轄管理区間の護岸、築堤工事等 

合          計 10,611,211  
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(2) 流域治水の推進 

気候変動等による水害の激甚化・頻発化に備えるため、河川・下水道管理者が主体となっ

て行う治水対策に加え、流域全体のあらゆる関係者（国・県・市町・企業・住民等）が協働

し、流域全体で水害を軽減させる対策「流域治水」を推進する。 

県内すべての二級水系において、流域治水プロジェクトを策定・更新するとともに、江の

川上流域及び本川流域を特定都市河川流域に指定し流域水害対策計画を策定するなど、法的

枠組みを活用して流域治水を進めている。新たに、東広島市・呉市を流れる黒瀬川流域を特

定都市河川流域指定に向けて手続を進めるなど、早期に地域の治水安全度を向上に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流域治水の取組イメージ（国土交通省 HP より） 

 

 

(3) 施設機能を適切に維持するための維持管理 

ア 河川の維持 

河川管理施設の機能を十分に発揮させ、洪水を安全に流下し、浸水被害を防止・軽減する

ため、PDCA サイクルによる施設の適確な運用・管理により各施設の機能を維持するとともに、

「河川内の堆積土等除去計画 2021」に基づき、計画的な河川の流下能力確保に努める。 

また、重要施設における長寿命化計画の策定や、河川の状況把握へのデジタル技術の活用

など、効果的・効率的な河川維持に向けた取組を推進する。  

 

令和７年度河川維持修繕実施計画                                        （単位：千円） 

区  分 種  別 内   容 予 算 額 

河川維持 
修繕費 

河 床 掘 削 河床堆積土砂の掘削、除去 
3,855,514 護 岸 修 繕 老朽護岸の修繕 

維持管理費等 河川管理施設の維持管理費等 
 

イ 河川の管理 

河川の管理にあたっては、河川法に基づき、洪水・高潮等による災害の防止、河川の適正

な利用と流水の正常な機能の保持及び河川環境の整備と保全がなされるように努める。 

河川法に基づく管理事務については、河川は公共用物として一般公衆の自由使用に供され

るべきものであり、原則としてその排他的かつ独占的な使用は認められないことを基本とし

つつ、一方で新たな目的である環境という視点から、地域づくりや街づくり等に資するもの

については、河川の多様な利用を推進する。 
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河川関係許可等件数等一覧（令和６年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川管理施設の適切な管理や河川利用の調整を図るとともに、河川敷地に存在する不法占

用物件の除却に努め、公共用物としての河川の適正な管理を推進する。 

特に、河川区域内のプレジャーボートの不法係留は、広島市域を中心に社会的な問題とな

っているが、平成 10 年度には、関係機関と共同で「太田川水系不法係留船対策に係る計画」

を策定し、県管理河川では京橋川の上流部に重点的撤去区域を設定した。  

平成 12 年度から平成 22 年度に順次、重点的撤去区域を拡大するなど、計画的かつ段階的

に不法係留の解消に向けて取組を継続している。また、河川法施行令の改正に伴い重点的撤

去区域を指定している６河川について、平成 26 年度から船舶の指定及び罰則の適用対象と

し、平成 27 年８月に猿猴川における不法係留施設に対する行政代執行を実施した。今後も、

不法係留船対策の一層の強化・推進を図り、厳正かつ積極的に不法係留の解消を進めている。 

 

(1)  逃げ遅れゼロに向けた防災情報の提供 

気候変動による豪雨の激甚化・頻発化に対応していくため、施設能力を上回る外力の発生に

対しては、施設だけでは守り切れないことを、社会の各主体が認識し、それぞれが備え、いざ

というときには、自らリスクを察知し適切に行動（避難）できるよう、ソフト対策の充実・強

化を図る。 
 

ア よりきめ細かな水害リスク情報の提供 

(ｱ) 河川防災情報の提供 

住民の適切な避難や市町の迅速な水防活動を支援するため、雨量・水位等のリアルタ

イム情報、高精度レーダ雨量情報及び全ての県管理河川の洪水浸水想定区域図等の防災

情報について、河川防災情報システムにより公表している。 

また、より切迫性のある洪水情報を提供するための河川監視カメラの拡充などに取り

組む。 

 

  西部 呉 廿日市 
安芸

太田 
東広島 東部 三原 北部 庄原 本庁 計 

河川法許可（20 条） 1 0 １ 0 0 0 1 0 0 0 3 

河 川 法 許 可 

（ 2 3 条 ） 

新

規 
0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4 

更

新 
26 0 0 0 3 10 17 15 1 0 72 

河 川 法 許 可 

（ 2 4 ・ 2 6 ・ 2 7 条 ） 
391 64 42 49 178 224 133 93 72 0 1,246 

河 川 法 許 可 

（ 2 4 条 ） 

更

新 
430 114 22 99 227 254 300 345 157 0 1,948 

河川法許可（34 条） 8 3 0 1 6 4 0 0 0 0 22 

普通河川等の工事許可 192 10 40 1 2 27 2 3 11 0 288 

特定都市河川浸水被害

対策法許可（30 条） 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 

小   計 1,048 191 105 150 416 522 453 457 241 21 3,604 

境 界 立 会 73  6 10 6 26 36 14 7 5 0 183 

境 界 確 定 協 議 26 4 9 3 15 21 7 0 2 0 87 

小   計 99 10 19 9 41 57 21 7 7 0 270 

境 界 確 定 証 明 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 6 

小   計 2 0 0 0 2  1 1 0 0 0 6 

計 1,149 201 124 159 459 580 475 464 248 21 3,880 
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